
平成 29年度 町内会だよりコンクール募集要領 

 

１．趣旨 地域住民の町内会活動への理解を深め、参加を促進する手段として重要な、

町内会広報紙（以下「町内会だより」）の作成を奨励するとともに、各町内会の

情報発信力の向上を図るため、町内会だよりコンクールを実施する。 

 

２．主催 八戸市連合町内会連絡協議会、八戸市 

 

３．応募資格 市内の単位町内会・自治会（以下「町内会」）で、会員への情報共有と発信の

手段として、年１回以上の町内会だよりを発行していること。 

ただし、過去に「最優秀賞」を受賞した町内会（H26 年度受賞：山手本町、H27

年度受賞：東大平町、H28年度受賞：下長町）は、審査対象外となります。 

 

４．応募方法 平成28年11月～平成 29年10月の間に発行されたものの中から 1号を選び、

応募用紙に、応募作品（同じもの２部）を添えて、八戸市連合町内会連絡協議

会事務局（八戸市市民連携推進課）に提出する。 

 

５．応募期間 平成 29年 10月 23日（月）～11月 22日（水） 必着  

 

６．表彰 平成 30年 1月下旬  

※「地域リーダー応援講座」において、表彰式を開催 

 

７．表彰の種類 最優秀賞 

優秀賞 

秀作 

１団体 

２団体 

若干数 

賞状及び５，０００円の商品券 

賞状及び３，０００円の商品券 

賞状 

 

８．評価項目 【評価にあたって】 

町内会活動の活性化と参加促進のためには、より多くの方に町内会の活動を

理解してもらうことが大切です。 

町内会だよりコンクールの評価基準では、紙面作成における技術面だけでな

く、町内会の活動が分かりやすく説明されているかどうかや、町内会活動への

共感がもたれる内容となっているかどうかを重視しています。また、町内会によ

る情報発信の重要性は、今後ますます求められることから、広報紙発行側の

組織体制や広報紙作成の工夫、活用方法など、普段は見えにくい部分につい

ても評価の基準としています。 

  



 【評価項目】 

項目 評価基準 配点 

①内容 町内会の事業内容や役割など、町内会について

知ってもらえるような、共感を得られるような内容

か、地域への愛着を抱かせる内容か 

10点 

②分かりやすさ 内容が分かりやすく伝わっているか 10点 

③見やすさ 見やすいデザイン、レイアウトになっているか 10点 

④体制等 ア継続的な作成体制が整っているか 5点 

イ多角的な視点での作成体制であるか 5点 

⑤工夫・活用 ア作成や配布方法等、「手にとってもらう」ための

工夫があるか。 

5点 

イ町内会加入促進等に活用されているか 5点 

  

９．その他 ①応募作品は、原則、返却いたしません。 

②入賞作品は、公開しますので御了承ください。 

③入賞作品は、講評や応募時に記入して頂いた事項とともに「地域リーダー応

援講座」会場に展示します。 

 

10．送付・提出先 八戸市連合町内会連絡協議会事務局  

〒031-8686  八戸市内丸一丁目１－１本館 4階（市民連携推進課内） 

【問合せ先】 電話：0178-43-9182（直通）  FAX：0178-47-1485 

 

 

   

  

  

 



「町内会だよりコンクール」応募用紙 

№      
町内会名 （                  ） 町内会・自治会 

会長 

住所                                     

氏名                                     

電話                                     

広報紙の名称  

発行年数     昭和・平成     年    月 から 

発行回数 ① 年   回発行       ②不定期 年    回位 

発行部数    戸別配布用（       部） ／ 回覧用（        部） 

●広報紙作成体制について御記入ください。 

・広報作成体制の人員構成はどうなっていますか？ 

内訳 20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 

男性 人 人 人 人 人 

女性 人 人 人 人 人 

・「広報部」や「広報委員会」などはありますか？   【 ある ・ ない 】 ※どちらか○を付けてください。 

・役割分担はありますか？    【 ある ・ ない 】 ※どちらか○を付けてください。 

⇒役割分担がある場合はどんな役がありますか？（例：写真係、情報収集係、パソコン作成係など） 

【                                                               】 

・その他、作成体制について工夫していることがありましたら御記入ください。 

 

 

 

 

 

 

●町内会だより作成時の工夫や活用の事例があったら御記入ください。 

例１：活動を分かりやすく伝えるため、写真を掲載している。 

例２：町内会活動を知ってもらうために未加入世帯にも配布している、高齢者見守りを兼ねて訪問しなが

ら配布している、学校や商店、コンビニなどに掲示してもらっている、など。 

 

 

 

 

 

●その他、ＰＲや特記事項があれば御記入ください。 

 

 

 

 

 

 


